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町
職
員
と
特
別
職
の
給
与
・
報
酬
な
ど
の
状
況
と
職
員
数
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
住
民
の
皆
さ
ん
に
職
員
給
与
の
実

態
を
正
し
く
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
公
表
す
る
も
の
で
す
。

問
い
合
わ
せ
は
、
町
職
員
給
与
に
つ
い
て
は
、
総
務
課
（
�
７
６

６
・
８
７
０
８
）
へ
。
ま
た
、
職
員
の
定
数
状
況
に
つ
い
て
は
、
企

画
政
策
課
（
�
７
６
６
・
８
７
１
１
）
へ
。

表１　人件費の状況（平成1 3年度普通会計決算）

歳　出
（Ａ）

千円

1 0 , 6 8 4 , 8 7 3

住 民
基本台帳

平成 1 4年
３月3 1 日

現在
2 9 , 0 9 4人

実質収支

千円

3 7 9 , 2 5 3

人件費
（Ｂ）

千円

2 , 3 4 5 , 0 7 5

人件費率
（Ｂ／Ａ）

％

2 1 . 9 5

参　考

平成12年度

の人件費率

2 2 . 7 9％

表２　職員給与費の状況（平成1 4年度普通会計予算）

給　料

千円

1 , 0 8 2 , 0 8 6

職 員 数
（Ａ）

人

2 7 2

諸手当

千円

2 6 2 , 5 3 1

期末・
勤勉手当

千円

4 9 2 , 8 8 6

計（Ｂ）

千円

1 , 8 3 7 , 5 0 3

１人当たり
給与費

（Ｂ／Ａ）

千円

6 , 7 5 5

給 与 費

表７　期末・勤勉手当の状況

期末手当

月分

1 . 4 5

1 . 5 5

0 . 5 0

3 . 5 0

月分

0 . 6 0

0 . 5 5

－

1 . 1 5

区　分

６ 月 期

1 2 月 期

３ 月 期

計

勤勉手当

表４ 職員の初任給

猪名川町

円

1 5 1 , 8 0 0

1 6 3 , 8 0 0

1 8 1 , 4 0 0

円

1 4 1 , 9 0 0

－

1 7 4 , 4 0 0

区　分

高 校 卒

短 大 卒

大 学 卒

国

職
員
の
給
与
は
、
毎
月
支
給
さ

れ
る
給
料
と
扶
養
、
住
居
、
通
勤

手
当
な
ど
の
諸
手
当
と
民
間
の
ボ

ー
ナ
ス
に
相
当
す
る
期
末
・
勤
勉

手
当
な
ど
で
す
。

こ
れ
ら
の
給
与
は
、
国
家
公
務

員
の
給
与
決
定
方
法
な
ど
に
準
じ
、

生
計
費
、
物
価
、
民
間
企
業
に
働

く
人
の
給
与
お
よ
び
国
そ
の
他
の

地
方
公
共
団
体
職
員
の
給
与
を
参

考
に
、
地
方
自
治
法
や
地
方
公
務

員
法
に
基
づ
い
て
町
職
員
給
与
条

例
・
規
則
で
定
め
て
い
ま
す
。

町
長
や
議
員
な
ど
の
特
別
職
の

給
料
や
報
酬
は
、
学
識
経
験
者
な

ど
で
構
成
す
る
「
特
別
職
報
酬
等

審
議
会
」
の
意
見
を
聴
き
、
町
議

会
に
諮
り
条
例
で
定
め
て
い
ま
す
。

人
件
費
は
、
職
員
に
支
給
さ
れ

る
給
与
の
ほ
か
、
退
職
金
、
公
務

災
害
補
償
費
、
特
別
職
の
給
料
や

報
酬
な
ど
を
含
ん
で
い
ま
す
。

平
成
13
年
度
の
普
通
会
計
（
全

国
一
律
の
基
準
に
基
づ
く
一
般
会

計
と
特
定
の
特
別
会
計
の
合
計
）

の
決
算
で
見
る
と
、
人
件
費
の
総

額
は
、
約
23
億
円
で
歳
出
額
の

21
・
95
％
を
占
め
て
い
ま
す
。
（
表

１
）ま

た
、
平
成
14
年
度
の
職
員
一

人
当
た
り
の
年
間
平
均
給
与
額

（
予
算
額
）
は
、
約
６
７
５
万
５

千
円
（
表
２
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
阪
神
各
市
は
、
７
０
８
万

５
千
円
か
ら
８
６
１
万
６
千
円
の

額
で
あ
る
こ
と
が
公
表
さ
れ
て
い

ま
す
。

職
員
の
給
与
月
額
は
、
給
与
条

例
に
基
づ
く
給
料
表
に
よ
っ
て
決

ま
っ
て
い
ま
す
。

平
成
14
年
４
月
１
日
現
在
の
一

般
行
政
職
の
平
均
給
料
月
額
は
、

40
・
９

歳
で
約

35
万

円
で
す

。

（
表
３
）

給
与
水
準
の
指
標
の
一
つ
と
し

て
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
国
家
公
務
員
の
給

料
水
準
を
１
０
０
と
見
な
し
て
比

較
す
る
方
法
で
本
町
の
場
合
、
平

成
14
年
４
月
１
日
現
在
で
は
１
０

２
・
１
で
前
年
と
比
べ
て
０
・
９

ポ
イ
ン
ト
上
が
っ
て
い
ま
す
。

平
成
14
年
度
の
初
任
給
の
状

況
、
経
験
年
数
・
学
歴
別
給
料
月

額
の
状
況
は
、
表
４
お
よ
び
表
５

の
と
お
り
で
す
。

職
員
に
支
給
さ
れ
る
諸
手
当

は
、
調
整
、

扶
養
、
住
居
、

通
勤
、
特
殊

勤
務
、
時
間

外
勤
務
、
休

日
勤
務
、
夜

間
勤
務
、
管

理
職
、
管
理

職
員
特
別
勤

務
、
期
末
、

勤
勉
手
当
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

調
整
手
当
は
、
物
価
、
生
計
費
、

民
間
企
業
の
賃
金
を
参
考
に
支
給

率
が
決
め
ら
れ
る
も
の
で
、
国
は

給
料
月
額
の
12
％
を
上
限
に
地
域

や
官
署
ご
と
に
定
め
て
お
り
ま
す
。

国
は
、
本
町
区
域
内
に
機
関
が
な

い
こ
と
も
あ
り
０
％
、
県
は
５
％

を
、
阪
神
各
市
は
10
％
（
三
田
市

は
７
％
）
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
国
・
県
は
特
例
措
置
が
別

に
あ
り
ま
す
。
本
町
の
場
合
は
、

町
長
な
ど
三
役
と
一
般
職
の
職
員

に
６
％
を
支
給
し
て
い
ま
す
。
（
表

11
）期

末
・
勤
勉
手
当
は
、
国
家
公

務
員
と
同
じ
年
間
４
・
６
５
月
分

で
す
。（
表
７
）
町
長
な
ど
三
役
は
、

期
末
手
当
と
し
て
年
間
４
・
６
月

分
支
給
し
て
い
ま
す
。

退
職
手
当
は
、
退
職
し
た
職
員

に
支
給
さ
れ
る
一
時
金
で
あ
り
、

支
給
額
は
退
職
時
の
給
料
月
額
、

勤
続
年
数
と
退
職
理
由
に
よ
り
決

定
さ
れ
ま
す
。
（
表
８
）
退
職
理
由

は
、
自
己
都
合
、
公
務
外
傷
病
、

公
務
外
死
亡
、
整
理
・
公
務
上
死

傷
病
、
定
年
・
勧
奨
の
５
分
類
で

す
。扶

養
、
住
居
、
通
勤
手
当
の
支

給
状
況
は
表
９
の
と
お
り
で
す
。

危
険
度
、
困
難
度
の
高
い
特
殊

な
業
務
に
従
事
す
る
場
合
に
は
条

例
で
定
め
る
特
殊
勤
務
手
当
を
、

勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
す
る
場

合
や
休
日
に
勤
務
す
る
場
合
、
深

夜
に
正
規
の
勤
務
時
間
を
割
り
振

ら
れ
た
場
合
に
は
、
法
令
お
よ
び

条
例
で
定
め
る
割
増
賃
金
を
時
間

外
勤
務
、
休
日
勤
務
、
夜
間
勤
務

手
当
と
し
て
支
給
し
て
い
ま
す
。

町
長
な
ど
三
役
、
教
育
長
、
町

議
会
議
員
な
ど
特
別
職
の
給
料
、

報
酬
な
ど
は
表
10
の
と
お
り
で

す
。

職
員
給
与
の
公
表

人
件
費
の
状
況

給
与
の
状
況

諸
手
当
の
状
況

表５職員の経験年数別・学歴別給料月額の状況

経験10年

円
2 3 5 , 6 0 0

2 6 9 , 1 0 0

2 9 7 , 0 0 0

区　分

高 校 卒

短 大 卒

大 学 卒

経験15年 経験20年

表６　一般行政職の級別職員数の状況

区　分

標 準 的 な

職 務 内 容

職 員 数

構 成 比

１級 ２級 ３級 ４級　　５級　　 ６級　　　７級　 ８級　 計　

主事 主事 主事　主査

５年前

主査・係長

・副主幹

係長・課長

補佐・副主幹

副課長

・主幹

課 長

部長

117人3人

2 . 6％

3 . 8％

24人

20.5％

1 7.9％

35人

29.9％

17.0％

6人

5 . 1％

9 . 4％

16人

13.7％

8.5％

3人

2 . 6％

1 9.8％

2 1人

1 7.9％

1 4.2％

9人

7 . 7％

9 . 4％

円

3 1 4 , 4 0 0

3 3 1 , 2 0 0

3 4 6 , 5 0 0

円
3 5 3 , 8 0 0
3 8 6 , 6 0 0

4 0 0 , 0 0 0

表9 その他の手当（平成1 4年４月１日現在）

内　　　　　　　　　容

●配偶者 1 6 , 0 0 0円
●扶養親族のうち ２人目まで 各6 , 0 0 0円
・扶養親族でない配偶者がある場合そのうち １人 6 , 5 0 0円
・配偶者がない場合そのうち １人 1 1 , 0 0 0円
●その他 各3 , 0 0 0円

●借家等居住者
・家賃が 2 3 , 0 0 0円以下　　　　　　 家賃－1 2 , 0 0 0円
・家賃が 2 3 , 0 0 0円を超えるとき　　 1 1 , 0 0 0円＋(家賃－ 2 3 , 0 0 0円)÷2
●持家に居住する世帯主である職員 3 , 5 0 0円

●交通機関利用者
・運賃が 4 5 , 0 0 0円以下　　　　　　 全額支給
・運賃が 4 5 , 0 0 0円を超えるとき　　 4 5 , 0 0 0円＋(運賃－ 4 5 , 0 0 0円)÷2

（限度額 5 0 , 0 0 0円）
●自動車利用者
・通勤距離 に応じて 8 0 0円　～　 4 2 , 0 0 0円　　　
＊有料駐車場契約者については、 3 , 0 0 0円を限度に支給
●自動車以外の交通用具利用者
・通勤距離 に応じて 4 0 0円　～　 9 , 7 0 0円　　　

区分

扶

養

手

当

住
居
手
当

通

勤

手

当

表1 0 特別職の報酬などの状況（平成1 4年４月１日現在）

給料または
報 酬 月 額

円
8 6 0 , 0 0 0

7 1 0 , 0 0 0

6 5 0 , 0 0 0

6 4 0 , 0 0 0

4 0 4 , 0 0 0

3 2 7 , 0 0 0

3 1 3 , 0 0 0

3 1 3 , 0 0 0

3 0 0 , 0 0 0

区　　分

町 長

助 役

収 入 役

教 育 長

議 長

副 議 長

常 任 委 員 長

議会運営委員長

議 員

町 長 、 助 役 、
収入役、教育長

月分
2 . 0 5

2 . 1

0 . 4 5

4 . 6 0

月分
2 . 0 5

2 . 1

0 . 5

4 . 6 5

期末手当 議　員

６ 月 期

1 2 月 期

３ 月 期

計

※期末手当の基礎額には、役職加

算（給料・報酬月額、調整手当の

合計額の1 5％）が加えられます。

教育長は、期末手当と勤勉手当に

区別されています。

※なお、議員を除く特別職

の職員には、調整・通勤手

当を支給しています。

表３　職員平均給料月額及び平均年齢の状況（平成1 4年４月１日現在）

平均給料
月 額

平均給料
月 額

円

3 5 0 , 6 0 0

3 3 2 , 0 5 2 － 2 9 0 , 7 3 1 －

円

2 9 9 , 8 0 0

区　　分

猪名川町

国

平均給与
月 額

平均給与
月 額

円
4 1 7 , 7 0 0

円
3 7 6 , 1 0 0

平均
年齢

平均
年齢

歳

4 0 . 9

4 0 . 4 4 8 . 8

歳
4 0 . 1

一 般 行政 職 技 能 労 務 職

表1 1 調整手当の状況

支給率

6％
0％
5％

1 0 ％（７％）

猪名川町

国

県

阪神各市
※（ ）は、
三田市です。

表12 部門別職員数の状況と主な増減理由（平成14年４月１日現在）

平　成
1 3年度

議 会
総務・企画
税 務
民 生
衛 生
労 働
農 林 水 産
商 工
土 木

小　　計

教 育
消 防

小　　計

水 道
下 水 道
そ の 他
小　　計

普 通 会 計

合 　 　 計

区　　　　分

一

般

行

政

部

門

特
別
行

政
部
門

公
営
企
業
等

会
計
部
門

平　成
1 4年度

5
4 7
1 1
2 9
2 5

9
2

2 7
1 5 5

7 0
4 4

1 1 4

2 6 9

1 0
7
8

2 5

2 9 4

5
5 1
1 1
2 7
2 5

9
2

2 7
1 5 7

6 5
4 4

1 0 9

2 6 6

1 0
6
8

2 4

2 9 0

対前年
増減比
（人）

0
4
0

△2
0
0
0
0
0
2

△5
0

△5

△3

0
△1

0
△1

△4

主 な 増 減 理 由

組織改正に伴う事務移管等

組織改正に伴う事務移管等

外部委託の推進等

事業量の減

職員数（人）

町
職
員
の
給
与
な
ど
を
公
表
し
ま
す

平
成
14
年
度
か
ら
部
制
施
行
と

い
う
大
規
模
な
組
織
改
正
を
実
施

し
、
町
職
員
の
定
員
状
況
は
、
４

月
１
日
現
在
で
２
９
０
人
（
表
12
）

と
な
っ
て
お
り
、
平
成
13
年
度
よ

り
４
人
減
っ
て
い
ま
す
。
（
臨
時
・

嘱
託
等
職
員
は
除
く
）

内
訳
は
、
一
般
行
政
部
門
が
１

５
７
人
、
教
育
委
員
会
や
消
防
の

特
別
行
政
部
門
が
１
０
９
人
、
水

道
や
下
水
道
な
ど
の
企
業
会
計
部

門
が
24
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
後
２
年
間
か
け
組
織
改
正
の

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
う
こ
と
と

し
て
お
り
、
行
政
需
要
に
対
応
し

た
組
織
機
構
へ
の
見
直
し
と
、
事

務
事
業
の
実
施
主
体
と
し
て
民
間

活
力
を
活
用
す
る
と
と
も
に
職
員

能
力
、
資
質
の
開
発
・
向
上
に
よ

る
公
務
能
率
の
改
善
を
進
め
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

職
員
の

定
員
状
況

表８　退職手当の状況

自己都合

月分

2 1 . 0 0

3 3 . 7 5

4 1 . 2 5

6 0 . 0 0

月分

2 8 . 8 8

4 4 . 5 5

5 4 . 4 5

6 2 . 7 0

区　分

勤続 2 0 年

勤続 2 5年

勤続 3 0 年

最高限度額

勧奨・定年


